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令和２年度第５回天塩町農業委員会総会 

 

議 長     ただ今の出席委員は９名であります。 

        定数に達しておりますので、ただいまから令和２年度第５回天塩町農

業委員会総会を開催します。 

 

議 長     これから本日の会議を開きます。 

        はじめに、議事録署名委員の指名を行います。 

        議事録署名委員は、会議規則第 15 条第 2 項の規定により、議長にお

いて、１番 丸山淳子君、２番 伊藤淳一君を指名します。 

        次に、会期決定の件を議題といたします。本総会の会期は本日一日間

としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

全 員     異議なし。 

議 長     異議なしと認めます。 

        従って、本総会の会期は本日一日間と決定しました。 

 

議 長     それでは議事に入りたいと思います。 

 

議 長     議案第 1 号「農業振興地域整備計画の変更について」を議題としま

す。 

議 長     事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局     ただいま議題となりました議案第１号「農業振興地域整備計画の変更

について」ご説明申しあげます。 

        ２ページをご覧ください。 

 

         本件につきましては、天塩町長 佐々木裕之氏より天塩町農業振興

地域整備計画の変更について、意見の聴取があったところです。 

        農業委員会では、農業振興地域の除外及び１Ha 以上の用途変更につ

いて、総会で意見を決定し町長に報告を行っているところです。 

        詳細につきましては、山本主査より説明いたしますので、よろしくご

審議賜りますようお願い致します。 

 

事務局     ３ページをご覧下さい。 

        計画地については字更岸    番地 で、再生エネルギー事業計画

より          にて、太陽光発電及び風力発電による売電事
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業実施のため、所有者である長谷川秀子氏より農振除外を申請するもの

です。 

        除外面積は、全地１８７９.７５㎡となっております。 

         現在、計画地については、農振農用地の農業施設用地となっており

農業用施設が設置されていますが、離農により施設は長い間利用されて

いない状況にあります。また老朽化も進んでいることから、今後とも施

設の利用が見込まれない状態にあることから、農振農用地からの除外に

ついて、適当であると判断するものです。 

        事務局の説明は以上になりますが、よろしくご審議、ご決定賜ります

よう、お願い申し上げます。 

 

議 長     ただいま事務局より説明のありました、議案第 1 号「農業振興地域

整備計画の変更について」の質疑を行います。 

 

奥山委員    太田さんの所だと思うんだけど、もともと農地だった所を牛舎建てる

ために農業施設用地に変更していて、風車を建てると。 

 

事務局     図面を見ますと、太陽光発電を建てるのかなと。太陽光パネルをずら

っとならべる感じ。発電出力は、４９．５KW。売電用の。 

 

奥山委員    砂利を一杯敷いていて、農地には戻せない感じだったと思う。これか

らこういうのが出てくるんだろうね。離農した人は、自分の土地だから

何でも利用したいよね。農地はやっぱり戻さなきゃならない。小高くは

なっている。こういうの今まで出てきてないから何て言ったらいいのか

ちょっと。 

 

議 長     他に何かありませんか。 

 

丸山委員    将来、作った後に何年か後にやめるってなった場合に、何か影響あっ

たりするんですか。 

 

事務局     除外した後に多分、  さんから          さんが借り上

げて、太陽光を設置して。その会社がやめた時ですよね。 

 

議 長     農地には復元できない。できなくはないけど。 
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奥山委員    農地はさ、この会社買えないんだから。だから結局転用してから賃貸

か売買。 

        だいたい風車の会社は買い取るか、土地使用１０年とか、２０年契約。 

 

伊藤委員    携帯のアンテナは、これとは違うよね 

 

奥山委員    携帯のアンテナは国策（総務省）みたいになってるよね。これは民間

でしょ。 

 

伊藤委員    ６ページのように、こういう風に並んで建てるんですね。 

 

議 長     よろしいですか。 

議 長     お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

全 員     異議なし。 

議 長     異議なしと認めます。本件は原案のとおり決定されました。 

 

議 長     次に、議案第２号「農地パトロールの実施について」を議題とします。 

     事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局     ただいま議題となりました議案第２号「農地パトロールについて」ご

説明申しあげます。 

 

        ８ページをご覧ください。 

        令和２年度農地パトロールの実施についてと言うことで、案内文を載

せております。日程につきましては、先月の農業委員会総会にてお示し

しておりましたが、 

       日程変更等の連絡はありませんでしたので、９ページのとおり決定した

いと思います。よろしいでしょうか。都合の悪い方はおりませんか。 

        農地パトロール当日はそれぞれ担当地区の日時、場所に集合いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

        事務局の説明は以上になりますが、よろしくご審議、ご承認賜ります

よう、お願い申し上げます。 

 

議 長     ただいま事務局より説明のありました「農地パトロールの実施につい
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て」の質疑を行います。 

 

伊藤委員    ９月３日の東産士から下国根布の地区は、１日かかるんですか。 

 

議 長     １日。 

 

伊藤委員    今回、変わったの。 

 

議 長     伊藤さんの担当の地区に変わった方がいいと思って。 

 

奥山委員    前に、地元の委員やめようかって話になったこともあるけどね。 

 

 

議 長     お諮りいたします。本案は原案のとおり実施することにご異議ありま

せんか。 

全 員     異議なし。 

議 長     異議なしと認めます。本件は原案のとおり実施することといたします。 

 

議 長     以上で本総会に付された案件はすべて終了しました。 

        お諮りします。これにて、本日の会議を閉会いたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

 

全 員     異議なし。 

議 長     異議なしと認めます。 

        以上をもちまして、令和２年度第５回天塩町農業委員会総会を閉会と

いたします。 

 

 

令和 ２年 ８月２６日 

署名委員 

（ １番） 丸山 淳子  ㊞ 

（ ２番） 伊藤 淳一  ㊞ 


